
　Ｇ７（先進国７カ国）の名目賃金（労働者に支払われた賃金総額）と消費者物価指数（消費者が購入する商品・
サービスの価格変動を示す指標） は、どちらも連動して上がり続けているのに対して、日本は2000年から
ほぼ横ばいです。
　これは、賃金が上がらない→消費者が物やサービスを購入しない→物価も企業業績も上がらない→賃金が
上がらない、という負のスパイラル（悪循環）に陥っていることを示しています。

適切な“価格転嫁”で、“賃金と物価の好循環”を進めよう！

20年以上変わらない日本の賃金を変えよう！

「賃金と物価の好循環」を実現しよう！!

約20年以上にわたって、日本の賃金も物価も変わらず

　まず2025春闘で賃上げを実現し、適切な価格
で物やサービスを購入することで、緩やかな物価
上昇を経て、企業業績もUP！ それがさらなる賃
上げにつながり、「賃金と物価の好循環」を実現し
ます！

「賃金と物価の好循環」
の実現で、暮らしの底上げ！
負のスパイラル（悪循環）から

「賃金と物価の好循環」に転換を 賃金と物価
の好循環

賃金アップ

適切な
物価上昇

購買力上昇企業の
収益増加

OECD「Consumer Price Indices・Average Annual Wages」より作成
出典：消費者庁ウェブサイト（https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/price_measures/）より自治労編集

G7各国の各目賃金
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G7各国の消費者物価指数
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カナダ 仏 独 伊 英 米 日

日本は先進国（G７）と比べ、
約20年以上も横ばいで、変わっていない！

賃金増えて嬉しい！

増えた賃金で
何か買おう！

物価も
少しずつ上昇！

売上も増えて
業績UP！

しかし、2023年以降、日本でも労働組合の奮闘により、持続的な賃上げを実現しており、
負のスパイラル（悪循環）を脱しつつあります。



　公契約とは、国・自治体が民間企業等に発注・委託する際に締結する契約であり、「公契約条例」とは、公契約で働
く労働者の適正な賃金の確保等を目的として、受注した民間企業労働者の賃金・報酬下限額を設定し、自治体・受注
者の責任等を契約事項に加えることを条例で定めたものです。
　現在、公契約条例を制定している自治体は、全国で90自治体（2025年1月時点）となっており、私たちの生活を支
える労働者の賃上げにむけて、公契約条例の制定を推進することが必要です。

　価格転嫁が出来た企業も徐々に増加しており、価格転嫁が出来る機運が醸成されつつあります。
　そうした価格転嫁できた企業においては、賃上げ率も高い傾向が出ています。

賃金アップのための適切な“価格転嫁”の推進を！
価格転嫁が出来ている割合が高いほど、賃上げ率も高い傾向に

公契約における価格転嫁の促進と、「公契約条例」の制定の推進も！

適正な賃金を確保するための公契約条例の制定

　官公需の価格転嫁率は55.8％（「価格転嫁不要」、「入札により価格決定しているため価格交渉不要」の場合を除く
759件の回答の平均）。ただし、官公需全体では「入札により価格決定しているため価格交渉不要」とする回答が約６割。
　アンケート回答では「受注者の発議で行えるスライド条項が契約に規定されており、単価の変更ができる」という回
答がある一方、「価格交渉を申し入れたが、『予算がない』と一蹴された」との回答もある。
出典：中小企業庁「価格交渉促進月間（2024年9月）フォローアップ調査結果」より引用

　物価上昇は、地方自治体が委託する公共サービスにも影響します。公共調達においても、行政は、労務費を含めた価
格転嫁が促進されるように必要な予算を確保し、率先して価格転嫁に取り組んでいくことが重要です。

官公需における価格交渉・価格転嫁の状況

公契約のもとで働く労働者
●適正な労働条件の確保
●雇用の維持・安定
●モチベーションの向上

国・地方自治体

●税収の増加
●委託費の増額

委託企業（民間）
●適正な利益の確保
●優秀な人材の確保
●後継者不足の解消

住民
● 事業・サービスの質の向上
●住民の福祉の向上
●消費行動の活性化

●価格転嫁率と賃上げ率 ５％以上
１％以上２％未満

４％以上５％未満
１％未満

３％以上４％未満
０％（賃上げなし）

２％以上３％未満
賃金引下げ
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公契約の対象となる主な事業

出典：中小企業庁「価格交渉促進月間（2024年９月）フォローアップ調査結果」より自治労編集


